
すこやか

介
護
保
険
の
し
く
み

サ
�
ビ
ス
利
用
の
手
順

介
護
サ
�
ビ
ス

利
用
者
負
担

介
護
予
防
サ
�
ビ
ス

地
域
密
着
型
サ
�
ビ
ス

介
護
予
防
の
取
り
組
み

介
護
保
険
料

禁無断転載　東京法規出版

KG011761ーV15

見やすいユニバーサルデザインフォントを

採用しています。 美 咲 町

美咲町の2021～2023年度の保険料の基準額7,000円（月額）／ 75,600円（年額）

美咲町の介護保険料

所得段階 対象となる方 調整率 保険料（年額）

●生活保護受給者の方

●老齢福祉年金※１受給者で、世帯全員が町民税
非課税の方

世帯全員が町民税非課税で
前年の課税年金収入額と
合計所得金額※２の合計が

80万円以下の方

80万円以下の方

80万円超の方

120万円未満の方

80万円超
120万円以下の方

120万円以上
210万円以下の方

210万円以上
320万円以下の方

320万円以上の方9第 号

8第 号

7第 号

6第 号

5第 号

4第 号

3第 号

2第 号

1号第

※1　老齢福祉年金

　明治44年（1911）4月1日以前に生まれた方、または大正5年（1916）4月1日以前に生まれた方で一定以上の要件を満たしている方が受けている

年金です。

※2　合計所得金額

　「収入」から「必要経費など」を控除した額です。2018年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金

収入に係る所得額」（第1～5段階のみ）を控除した額となります。第1～5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万

円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金

等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

世帯の誰かに町民税が課税
されているが、本人は町民
税非課税で前年の課税年金
収入額と合計所得金額※２

の合計が

本人が町民税課税で
前年の合計所得金額※２が

基準額×

基準額×

基準額×

基準額×

基準額×

基準額×

基準額×

基準額×

基準額×

22,680円

37,800円

52,920円

38,040円

75,600円

70,720円

98,280円

113,400円

128,520円

0.30

0.50

0.70

0.90

1.00

1.20

1.30

1.50

1.70
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※掲載している内容については、今後変更される場合があります。

　第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が

必要となったとき、市区町村の認定を受け、サービ

スを利用できます。

特定疾病

医師が一般に認められている

医学的知見にもとづき回復の

見込みがない状態に至ったと

判断したものに限る
（ ）

きん い しゅくせい そく さく こう か しょう

せき ちゅう かん きょう さく しょう のう けっ かん しっ かん

せき ずい しょう のう へん せい しょう

にん ち しょう

かん せつ

そう ろう しょうしょ ろう き

た けい とう い しゅく しょう

せい もう まくしょう

とうにょうびょうせい しん けい しょうがい

とうにょう

とう にょうびょう

びょうせい じん しょう こ かん せつ いちじる へん けい

こう じゅうじん たい こっ か しょう

こつ そこっ せつ しょう しょう

介護保険に加入する人（被保険者）

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人
（医療保険に加入している人）

ともな

しん こう せい かく じょう せい ま ひ

だい のう へん せい しょうひ しつ き てい かく

びょう

まん せい へい そく せい はい しっ かん

へい そく せい どうみゃく こう か しょう

りょう そく しつ かん せつ

へんけい せい かん せつ しょうともな

■介護保険の保険証が交付されます
　介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、一人に一枚の保険証（介護保険被保険

者証）が交付されます。介護保険のサービスを利用するときなどに使用します。

●65歳に到達する月に交付されます。

●40歳以上65歳未満の人は、認定を受けた場合などに交付されます。

■介護保険負担割合証が交付されます
　介護保険の認定を受けている人などには「介護保険負担割合証」が交付されます。サービ

ス利用の際に支払う利用者負担の割合（P6参照）が記載されています。

●適用期間は1年（8月1日～翌年7月31日）で、毎年交付されます。

●サービス利用時には、介護保険の保険証とともにサービス事業者に提示します。

●骨折を伴う骨粗鬆症

●初老期における認知症

●進行性核上性麻痺、　

大脳皮質基底核変性症

およびパーキンソン病

●脊髄小脳変性症

●脊柱管狭窄症

●早老症

●多系統萎縮症

●糖尿病性神経障害、

糖尿病性腎症および

糖尿病性網膜症

●脳血管疾患

●閉塞性動脈硬化症

●慢性閉塞性肺疾患

●両側の膝関節または

股関節に著しい変形

を伴う変形性関節症

●がん

●関節リウマチ

●筋萎縮性側索硬化症

●後縦靱帯骨化症

加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認

められる疾病。

　第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活

の支援が必要となったとき、市区町村の認定を受け、

サービスを利用できます。

サービスを利用できる人

本人の状態に合わせたサービスが利用できます。

●保険料を納めます。

●サービスを利用するため、要介護認定の申請などをします。

●サービスを利用し、利用料を支払います。

第1号被保険者 65歳以上の人

※65歳以上の人で、交通事故など第三者による不法行為によ

り介護保険を利用する場合は、市区町村へ届け出が必要で

す。示談前に市区町村の担当窓口へ連絡してください。

サービスを利用できる人

けい

　介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加

入者（被保険者）となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払

ってサービスを利用できるしくみです。

みんなで支えあう制度です

介護予防や地域の総合的な相談の

拠点として、設置されています。

介護保険制度の運営は、市区町村が行います。

●指定を受けた社会福祉法

人、医療法人、民間企業、

非営利組織などが、サー

ビスを提供します。

●サービスの提供

●利用料の支払い

●要介護認定
●保険証の交付
●負担割合証の交付　

市区町村（保険者）

地域包括支援センター

●支援

●相談等

●介護予防ケアマネジメントを行います。

●総合的な相談・支援を行います。

●権利擁護、虐待を早期発見・防止します。

●ケアマネジャーを支援します。

●要介護認定の申請
●保険料の納付

●制度を運営します。

●要介護認定を行います。

●保険証を交付します。

●負担割合証を交付します。

●サービスを確保・整備します。

介護保険のしくみ

サービス事業者

利用者に合ったサービスを提供します。

●
介
護
報
酬
の
請
求

●
介
護
報
酬
の
支
払
い

●
連
携

●
連
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65歳以上の人なら誰でも利用で

きる、介護予防のためのサービ

スです。

要介護認定の申請へ２

　心身の状況を調べ

るため、本人と家族

などから聞き取り調

査などをします。

※全国共通の調査票が使われます。

　介護や支援が必要になったと思ったら、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談し

ましょう。サービスを利用するまでの流れは次のようになります。

　調査票と主治医意見書をもとに

コンピュータによる判定をします。

　認定調査の結果と主治医意見書を

もとに、保健、医療、福祉の専門家

が審査します。

生活機能の低下が
みられた

調査と審査が
行われます

介護予防・日常生活支援総合事業
を利用できます

認定結果を
お知らせします

市区町村が行う、65歳以上の

人を対象にした、介護予防の

ためのサービスです。

P7へ

介護予防サービス（予防給付）
を利用できます

介護サービス（介護給付）
を利用できます

※認定結果の通知は、原則として30日以内に市区町村から送られてきます。認定の有効期間は原則として、新規の場合は6か月、
更新認定の場合は12か月です。更新については、有効期間満了前（満了日の60日前から受付）に更新手続きが必要です。

介護予防・生活支援サービス事業

※一般介護予防事業のみ利用する場合は、基本チェックリストを受ける必要はありません。

一般介護予防事業

介護サービス、介護予防
サービスの利用を希望

サービス利用の手順

サービス利用までの流れ

●二次判定（介護認定審査会）

●一次判定（コンピュータ判定）

●認定調査

３

４

　介護サービスや介護予防サービスの

利用を希望する人は、市区町村の窓口

に要介護認定の申請をしましょう。

申請に必要なもの

要介護認定の
申請をします２

※本人・家族などのほか、地域包括支援セ
ンター、居宅介護支援事業者、介護保険
施設、成年後見人などに代行してもらう
こともできます。

介護予防・生活支援
サービス事業対象者

介護予防・日常生活支援
総合事業の利用を希望

　介護や支援などが必要になったと思ったら、

地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談

しましょう。

窓口に相談します１

※一般介護予防事業のみ利用する場合は、基本

チェックリストを受ける必要はありません。

※介護予防ケアプランにもとづ

き、介護予防・生活支援サー

ビス事業をあわせて利用でき

ます。

　生活機能の低下の原因になった

病気やけが、治療内容、心身の状

態などについて、主治医に記載し

てもらった書類です。

主治医意見書

生活機能の低下が
みられなかった

　生活機能の状態を調べる「基本チェック

リスト」を受けます。

基本チェックリストを

受けます２

❶訪問型サービス
　（身体介護、生活援助、ゴミ出しや移動支援など）

❷通所型サービス
　（機能訓練、身体介護、ミニデイサービスなど）

❸その他の生活支援サービス
　（配食、見守り、地域サロンの開催、外出支援など）

4 5

P10へ

P13へ

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

　介護サービスによって、生活機能

の維持・改善を図ることが適切な人

などです。

　要介護状態が軽く、介護予防サー

ビスや介護予防・生活支援サービス

事業によって、生活機能が改善する

可能性の高い人などです。

要支援1

要支援2

　要介護・要支援に該当しなかった

人です。介護予防・生活支援サービ

ス事業の利用を希望する場合は、基

本チェックリストを受けましょう。

非該当

居宅介護支援事業者に依頼し

てケアプランを作成し、ケア

プランにもとづいてサービス

を利用します。

地域包括支援センターが介護

予防ケアプランを作成し、住

み慣れた地域で自立した生活を続けて

いけるよう支援します。

◆本人確認ができるもの、マイナンバー確認の

書類、主治医に関する情報（主治医名、医療

機関名、所在地、電話番号等）など、上記の

ほかにも必要な書類がある場合がありますの

で、市区町村に確認しておきましょう。

●要介護・要支援認定申請書

●介護保険の保険証
40歳以上65歳未満の人の場合は
医療保険の保険証（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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要介護 1～要介護 5要介護 1～要介護 5

在宅サービス

　ホームヘルパーが居宅を訪問し、食

事、入浴などの身体介護や、掃除、洗

濯、買い物などの生活援助をします。

訪問介護（ホームヘルプ） ●利用者負担のめやす

身体介護中心（20分以上30分未満の場合） 250円

生活援助中心（20分以上45分未満の場合） 183円

自宅での日常生活の手助け

　通所介護施設で、食事、入浴などの日常

生活上の支援や、機能訓練を日帰りで行い

ます。

　介護老人保健施設や医療機関で、食事・

入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、

リハビリテーションを日帰りで行います。

655円～1,142円 757円～1,369円

●利用者負担のめやす

施設に通って利用するサービス

※送迎を含みます。

通所介護（デイサービス）  通所リハビリテーション（デイケア）

〈通常規模の事業所の場合〉（7時間以上8時間未満の場合）

●利用者負担のめやす
〈通常規模の事業所の場合〉（7時間以上8時間未満の場合）

要介護 3

要介護 4

要介護 5

要介護 2

要介護 1

要支援 2

要支援 1

270,480円

309,380円

362,170円

197,050円

167,650円

105,310円

50,320円

　介護保険と医療保険の両方の負担額（介護保険、医療保険それぞれの限度額を適用後の負担額）を年間（8月～翌年7

月）で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。支給

対象となる人は医療保険の窓口に申請してください。

●サービス費用が高額になったとき

■主な在宅サービスの支給限度額（1か月）

要介護状態区分 支給限度額

介護保険と医療保険の両方が高額になった場合

居宅療養管理指導 訪問看護

●利用者負担のめやす

　医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士な

どが通院が困難な人の居宅を訪問し、療養

上の管理や指導を行います。

　医師の指示により、看護師な

どが居宅を訪問し、療養上の世

話や診療の補助を行います。

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

●利用者負担のめやす（30分未満の場合）

470円

398円

訪問看護ステーションから訪問の場合

病院または診療所から訪問の場合

介護サービス〈要介護1～5の人〉

サービス費用の一部負担で利用できます

介護保険サービスの利用者負担
★利用者負担のめやすは、サービス費用の1割を掲載しています。この

ほかに、食費、居住費等、日常生活費、サービスの利用内容による

加算や地域による加算などさまざまな加算があります。

★共生型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも

介護保険のサービスを利用できます。詳しくは市区町村までお問い

合わせください。

訪問入浴介護 訪問リハビリテーション

●利用者負担のめやす

1回 1,260円

●利用者負担のめやす

1回（20分以上行った場合） 307円

　介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を

訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。

看護職員による検温や血圧などのチェックも

行われます。

　事業所の医師の指示により、理学療法士

や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、

心身機能の維持回復、日常生活の自立を助

けるためのリハビリテーションを行います。

訪問してもらい利用するサービス

ケアプラン（介護予防ケアプラン）の相談・作成には、利用者負担はありません。

　同じ月に利用したサービスの利用者負担を世帯合算して、上限額を超えたときは、申請により超えた分

が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

サービス利用にはケアプラン（介護予防ケアプラン）が必要です

●標準地域の金額です（介護保険が負担す
る分も含んだ額です）。

●介護予防・生活支援サービス事業対象者
は、原則として要支援1の支給限度額が設
定されています。

　ケアプラン（介護予防ケアプラン）とは、サービスの利用計画書のことです。要介護1～5の人

は居宅介護支援事業者（施設サービスなどはその施設）に依頼してケアプランを作成します。要

支援1・2の人は地域包括支援センターに依頼して介護予防ケアプランを作成します。サービスは

ケアプラン（介護予防ケアプラン）に基づいて利用します。

　介護保険サービスは、実際にかかる費用の一部（利用者負担割合分）を負担することで利

用できます。ただし、おもな在宅サービスなどには上限額（支給限度額）が決められていて、

それを超えるサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者負担になります。

※送迎を含みます。

■利用者負担割合

1割

3割

2割

上記以外の人

〈単一建物居住者1人に対して行う場合〉

第2号被保険者（40歳以上65歳未満の人）、住民税非課税の人、
生活保護受給者は上記にかかわらず１割負担です。

■利用者負担の上限

上限額（月額）利用者負担段階区分

●現役並み所得者

●一般

上限額（月額）利用者負担段階区分

●年収約1,160万円以上

●年収約770万円以上約1,160万円未満

●年収約383万円以上約770万円未満

●一般

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

15,000円

・老齢福祉年金の受給者
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下

15,000円

15,000円

●住民税世帯非課税等

●生活保護の受給者

●利用者負担を15,000円に減額することで、

生活保護の受給者とならない場合

・老齢福祉年金の受給者
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下

●住民税世帯非課税等

●生活保護の受給者

●利用者負担を15,000円に減額することで、

生活保護の受給者とならない場合

24,600円

同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、

単身世帯の場合は年収383万円以上、2人以上世帯は年収

520万円以上の場合

令和3年7月利用分まで 令和3年8月利用分から

世帯

世帯

世帯

世帯

44,400円

44,400円

世帯

世帯

世帯

個人

世帯

個人

15,000円

15,000円

15,000円

24,600円世帯

個人

世帯

個人

令和3年8月から 現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。

令和3年4月から 利用者負担が変わりました。

3割負担以外の人で12の両方に当てはまる場合

1本人の合計所得金額※1が160万円以上

2同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が

　・単 身 世 帯＝280万円以上
　・2人以上世帯＝346万円以上

❶本人の合計所得金額※1が220万円以上

❷同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が

　・単 身 世 帯＝340万円以上
　・2人以上世帯＝463万円以上

❶❷の両方に当てはまる場合

医師が行う場合（月2回まで） 514円

※1　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする
前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び
公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額
がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※2　合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得
が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例として、令和3年4～
9月はすべてのサービスについて基本報酬に0.1％の上乗せがあります。


